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１ 本日の閣議において、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾

有の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案（給

与臨時特例法案）の早期成立を期し、人事院勧告を実施するための給与法改

正法案は提出しないことが決定されました。

人事院勧告と給与臨時特例法案は、趣旨・目的を全く異にするものであり

ます。国家公務員の労働基本権制約の代償措置である人事院勧告は完全実施

するとともに、給与臨時特例法案については別の問題として検討されるべき

と考えます。

２ 本年３月11日に発災した東日本大震災という未曾有の国難に対処すること

は、現下の最重要課題であり、その財源確保の一環として国家公務員給与に

ついて議論されており、人事院としてもこうした課題の重要性は十分認識し

ております。東日本大震災という未曾有の国難に対処するに当たっては、平

時とは異なって、内閣及び国会において、大所高所の立場から、財源措置を

検討することはあり得ることと考えます。

３ 国家公務員は憲法第15条で全体の奉仕者と規定されるなど、その地位の特

殊性及び職務の公共性に鑑み、その勤務条件の決定については、憲法第28条

に規定する労働基本権の一部が制約され、その代償措置として人事院勧告制

度が設けられています。したがって、国家公務員給与の改定に当たり人事院

勧告を尊重することは、憲法上の責務というべきものです。現行の憲法及び

国家公務員法の体系の下で人事院勧告を実施しないことは、極めて遺憾であ

ります。

４ 政府は、人事院勧告の実施を見送る理由として、給与臨時特例法案が、

「今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給

措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院



勧告の趣旨も内包していると評価できること」を挙げています。

しかしながら、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告と、厳しい財

政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み国家公務員人件費を削減す

るための給与臨時特例法案は、趣旨・目的が全く異なります。

人事院勧告は情勢適応の原則に基づき毎年の官民給与の均衡を図るため俸

給表の改定を行うものであるのに対し、給与臨時特例法案は平成25年度まで

の時限立法として支給額を大幅に減額するものであり、平成26年度からは、

今回の勧告による給与引下げが反映されていない俸給に戻ることとなります。

また、人事院勧告の求めている給与構造上のゆがみの是正は、給与臨時特例

法案では実現できません。

したがって、人事院勧告は、給与臨時特例法案と趣旨・目的及び内容を異

にし、「内包」されるという関係にはありません。

なお、給与臨時特例法案は、現行の法律が定める国家公務員給与の改定の

仕組みによらないものであり、また、その国会への提出の経緯をみても、一

部の職員団体との合意を重視し、多くの国家公務員の理解を得るための手続

は採られておりません。

５ 未曾有の国難からの復旧・復興のための財源確保という課題の重要性は十

分認識しておりますが、この課題は、労働基本権制約の代償措置である人事

院勧告の実施とは別に、内閣及び国会で検討されるべきものと考えます。そ

の場合においても、人事院勧告をめぐる過去の事例や最高裁の判例の趣旨を

踏まえたものであることが必要であります。

今後、国権の最高機関であり唯一の立法機関である国会において、人事院

勧告制度の本旨を踏まえ、大所高所に立った適切な対処がなされることを切

に期待いたします。



人事院勧告 給与臨時特例法案

○ 憲法に保障された労働基本権が ○ 我が国の厳しい財政状況及び東

趣 国家公務員に制約されていること 日本大震災に対処する必要性に鑑

旨 の代償措置 み、一層の歳出の削減が不可欠で

・ あることから、国家公務員の人件

目 ○ 国家公務員法に定める情勢適応 費を削減するため、国家公務員の

的 の原則に基づき、官民給与の均衡 給与について特例（減額）を定め

を図るもの る

① 民間準拠による俸給表の引下げ ○ 人件費削減のため給与を減額支
改定（平均△0.23％） 給（平均△7.8％）

年齢別の官民の給与差を是正す 俸給表の職務の級に応じて減額
る観点から、50歳台に重点を置い ・ 本省課室長級以上：△10％

改 て引下げ（最大△0.5％）、初任給 ・ 本省補佐・係長級：△８％
を含め若年層は据置き ・ 係員：△５％（初任給を含む）

定
② 給与構造上のゆがみの是正

の ○ 給与構造改革時の経過措置額 ○ 同じ職務の級であれば年齢にか
を廃止 かわらず同率で減額であり、給与

内 （参考）経過措置額の状況 構造上のゆがみは是正されない
・ 職員全体の約２割が受給

容 ・ 平均受給月額は約１万円
○ 経過措置額廃止により生ずる
財源を若年・中堅層の昇給抑制
分の回復に充当

○ 一般職給与法の改正（俸給表等 ○ 平成25年度末までの時限特例法
改 を改正） （平成26年４月には今回の勧告に
正 よる給与引下げが反映されていな
方 い俸給に戻る）
法 ○ 毎年の人事院勧告を踏まえて改 ○ 国家公務員法は給与を毎年検証

正 することを求めているにもかかわ
らず、３か年度一括して措置

○ 人事院勧告と給与臨時特例法案とは趣旨・目的及び内容を異にし、「内包」
されるという関係にはない。

○ 人事院勧告の内容は、給与臨時特例法案では実現できない。


